
                           平成２７年１月 

 

京都市国民健康保険運営協議会の委員定数の改正について 

 

 京都市において，平成２５年９月市議会における京都市執行機関の附属機関の設置等に関する

条例等に対する付帯決議（※１）が提出され，附属機関等の設置の考え方等の基準となる指針（京

都市附属機関等の設置及び運営に関する指針）が策定されました。 

 その指針の主な内容としては，法令等の定めがある場合等を除き，委員定数を原則２０人以内

とすること，委員の任期は１期２年以内（通算６年まで）とすること等について定められました。 

 このため，平成２６年１１月市議会で関係条例の改正が行われました。 

 京都市国民健康保険運営協議会については，京都市国民健康保険条例の改正を行い，委員定数

を改めることとなり，次回改選期の平成２７年９月１日以降において新たな定数で運営を行うこ

ととなりましたので御報告致します。 

 

【改正内容】 

 京都市国民健康保険運営協議会 （参考） 京都市附属機関等の

設置及び運営に関する指針 現 行 改 正 後 

定 数 

(条例第 2 条) 

２３人 

 内訳： 

被保険者代表  ７人 

保険医等代表  ７人 

公益代表    ７人 

被用者保険等保険者代表  ２人 

２０人 

 内訳： 

被保険者代表  ６人 

保険医等代表  ６人 

公益代表    ６人 

被用者保険等保険者代表  ２人 

原則２０人以内 

（ただし，法令等に定めのある

場合その他特別な事情がある

場合を除く） 

実施日 
 次回改選期の平成２７年９月１日以降において，新たな定数で運営を行いま

す。 

 

※１ 平成 25 年度 第 4 回定例会 付帯決議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ４ 



国民健康保険運営協議会関係法令 

 

国民健康保険法 抄 

（国民健康保険運営協議会） 

第 1１条 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健

康保険運営協議会を置く。 

 

国民健康保険法施行令 抄 

（国民健康保険運営協議会の組織） 

第３条 国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）は、被保険者を代表する

委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組

織する。 

２ 協議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法８１条の２第１項に

規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。 

３ 委員の定数は、条例で定める。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（会長） 

第５条 協議会に、会長１人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを

選挙する。 

２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行

する 

 

京都市国民健康保険条例  抄  

(国民健康保険運営協議会の委員の定数 ) 

 

第 2条  京都市国民健康保険運営協議会の委員の定数は，次の各号に定め

るところによる。   

(1) 被保険者を代表する委員            ６人  

(2) 健康保険法に規定する保険医又は保険薬剤師を代表する委員  

                        ６人  

(3) 公益を代表する委員              ６人  

(4) 国民健康保険法（以下「法」という。）第 81 条の 2 項 1 項に規定する

被用者保険等保険者を代表する委員    ２人  

 

 

 

 

 

 

（参考） 


